
第74回定時株主総会招集ご通知に際しての

法令および定款に基づくインターネット開示事項

連 結 注 記 表

個 別 注 記 表

上記事項につきましては、法令および定款第16条の規定に基づき、イン
ターネット上の当社ウェブサイト（https://www.cr-net.co.jp/）に掲載
することにより、株主の皆様に提供しております。
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連 結 注 記 表
（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
１．連結の範囲に関する事項
連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
連結子会社の数 ６社
連結子会社の名称 ダイドレ株式会社

株式会社ハイライト
ダイドレ物流有限会社
ダイポリシステム株式会社
クリテック株式会社
可麗愛特（上海）建築装飾工程有限公司

連結子会社の事業年度等に
関する事項

連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりで
す。
可麗愛特（上海）建築装飾工程有限公司 12月31日
連結子会社の決算日現在の計算書類を使用しております。

２．会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等
以外のもの

時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
② デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ 時価法

③ 棚卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法
により算定）
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（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資
産を除く）

定率法によっております。
ただし、1998年４月１日以降取得した建物（建物附属設備

は除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備
及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 ３～50年
機械装置 ７～12年
工具器具備品 ２～20年

② 無形固定資産（リース資
産を除く）

ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用
可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

③ リース資産
所有権移転外ファイナン
ス・リース取引に係るリ
ース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採
用しております。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リー

ス取引開始日が2008年３月31日以前のリース取引について
は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお
ります。

④ 長期前払費用 均等償却によっております。
なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。
（3）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別
に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込
額に基づき当連結会計年度に見合う分を計上しております。

③ 役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額
に基づき当連結会計年度に見合う分を計上しております。

④ 役員退職慰労引当金 役員の役員退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金
規程に基づく期末要支給額を計上しております。
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（4）その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
① 重要な外貨建の資産又は
負債の本邦通貨への換算
基準

在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場
により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨
に換算し、換算差額は純資産における為替換算調整勘定に含め
ております。

② ヘッジ会計の方法
イ）ヘッジ会計の方法 原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処

理の要件を満たしている為替予約については振当処理によって
おります。

ロ）ヘッジ手段とヘッジ対
象

ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとお
りであります。
ヘッジ手段…為替予約
ヘッジ対象…外貨建仕入債務及び外貨建予定取引

ハ）ヘッジ方針 デリバティブ取引に関する社内規程に基づき、ヘッジ対象に
係る為替相場変動リスクを一定の範囲内でヘッジしておりま
す。

ニ）ヘッジ有効性評価の方
法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間においてヘッジ
対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者の変動額等
を基礎にして判断しております。ただし、振当処理の要件を満
たしている為替予約取引については、ヘッジ手段とヘッジ対象
に関する重要な条件等が一致しており、かつキャッシュ・フロ
ーが固定されているため、ヘッジの有効性評価を省略しており
ます。
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③ 退職給付に係る会計処理の方法
イ）退職給付見込額の期間
帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計
年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基
準によっております。

ロ）数理計算上の差異及び
過去勤務費用の費用処
理方法

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以
内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理してお
ります。
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額
法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度より費用
処理しております。
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用について

は、税効果を調整のうえ、純資産の部におけるその他の包括利
益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

ハ）小規模企業等における
簡便法の採用

連結グループの一部は、退職給付に係る負債及び退職給付費
用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付
債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

④ 連結納税制度の適用 当社及び国内連結子会社は連結納税制度を適用しております。
⑤ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

当社及び国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第８
号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわ
せて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算
制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号2020年３
月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第28号2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰
延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
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⑥ 収益及び費用の計上基準
イ）管工機材 管工機材に係る収益は、商品を事業会社等に販売する事業で

あり、顧客との取引基本契約書に基づき当該商品の引渡しを行
う義務を負っております。当該履行義務は商品が引き渡される
一時点で充足されるものであると当社は判断し、引渡時点にお
いて収益を認識しております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定
める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内販売におい
て、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時
までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識
しております。
売上高は顧客との契約において約束された対価から値引き、
購入量に応じた割戻し等を控除した金額で測定しております。
変動性のある値引き、割戻し等を含む変動対価については、過
去、現在及び予想を含む合理的に利用可能なすべての情報を用
いて当社が権利を得る対価の金額を見積り、重大な戻入れが生
じない可能性が高い範囲でのみ売上高を認識しております。

ロ）施工関連 施工関連に係る収益は、施工物件を事業会社等に引渡す事業
であり、顧客との工事請負契約書に基づき当該施工物件の引渡
しを行う義務を負っております。報告期間の末日において測定
した履行義務の充足に係る進捗度に基づき、工事期間にわたっ
て売上高を認識しております。
なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積り方法は、主とし
て発生原価に基づくインプット法によっております。
ただし、工事期間が３ヶ月以内の工事については、一定の期
間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で
収益を認識しております。
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(5)会計方針の変更等
①収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年３月31日。以下「収益認識会
計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が
顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
識することとしております。これにより、営業外費用に計上していた売上割引については、
売上高から減額し、営業外収益に計上していた仕入割引については、仕入高から減額してお
ります。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、
商品又は製品の国内販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される
時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過
的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場
合の累積的影響額を、連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな
会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当
連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識し
た契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また
書き(1)に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行われた契約変更につい
て、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響
額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果により当連結会計年度の売上高は78,387千円減少し、売上原価は144,803千円
減少し、営業利益は66,416千円増加し、営業外収益は144,439千円減少し、営業外費用は
86,116千円減少し、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ8,092千円増加してお
ります。また、利益剰余金の当期首残高は2,435千円増加しております。

②時価の算定に関する会計基準の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号2019年７月４日。以下「時価算定
会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び
「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号2019年７月４日）第44－２項に定める
経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって
適用することとしております。なお、当期連結計算書類に与える影響はありません。
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(6)会計上の見積りに関する注記
固定資産の減損
(見積りの内容)
・固定資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合に、一定の条件の下
で回収可能価額を見積り帳簿価額に減額しています。
(当連結会計年度に計上した金額)
・固定資産の帳簿価額 311,443千円
・減損損失 12,092千円
(その他見積りの内容に関する理解に資する情報)
見積りの算出方法
・固定資産の回収可能価額の決定にあたって使用価値と正味売却価額のいずれか大きい額に
よっています。使用価値の見積りにあたって、資産（グループ）から生じる見積り将来キャ
ッシュ・フローを基にしています。
見積りの算出に用いた主な仮定
・主要な固定資産を土地としており、20年を将来キャッシュ・フローの見積り期間としてい
ます。
・物件ごとにグルーピングを行う賃貸及び遊休資産を除きクリエイトは各営業所、子会社は
主要な子会社全体を概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としています。
翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
・時価が下落し正味売却価額が簿価を下回る固定資産を保有している営業所や子会社の翌連
結会計年度以降の実績が下がり見積り将来キャッシュ・フローが大幅に下がった場合、減損
損失が発生する可能性があります。
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（連結貸借対照表に関する注記）
１．棚卸資産の内訳

商 品 及 び 製 品 2,352,133千円
仕 掛 品 278,626千円
原材料及び貯蔵品 266,042千円

２．担保に供している資産
定 期 預 金 10,000千円
建 物 及 び 構 築 物 246,123千円
土 地 1,452,076千円
投 資 有 価 証 券 89,321千円
貸 与 建 物 40,667千円
貸 与 土 地 6,467千円
合 計 1,844,657千円

担保に係る債務の金額
買 掛 金 697,968千円
電 子 記 録 債 務 1,704,216千円
割 引 手 形 1,183,714千円
１年内返済予定の
長 期 借 入 金 265,720千円
長 期 借 入 金 360,640千円
合 計 4,212,259千円

３．有形固定資産の減価償却累計額 2,371,108千円
４．投資その他の資産の減価償却累計額 278,141千円
５．減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。
６．受取手形割引高 495,785千円
７．手形債権流動化に伴う買戻義務 290,224千円
８．電子記録債権割引高 1,669,480千円
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９. 当座貸越契約等
当社グループは、短期運転資金を機動的かつ安定的に調達するため当座貸越契約及び取引銀

行６行とコミットメントライン契約（シンジケーション方式）を締結しております。
当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入実行残高等は次

のとおりです。
当座貸越極度額及び貸出
コミットメントの総額 4,350,000千円
借 入 実 行 残 高 －千円
差 引 額 4,350,000千円

（連結損益計算書に関する注記）
減損損失
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

用途 種類 場所 金額
(千円)

事業用資産 建物附属設備ほか 千葉県船橋市 12,092
当社グループは、主に継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分を基礎として、資産のグルーピング

を行っており、賃貸用資産及び遊休資産は個別資産ごとに資産のグルーピングを行っております。
上記の事業用資産については、収益性が低下したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失として

特別損失に計上しました。
なお、当該資産グループの回収可能価額の算定は、使用価値により測定しています。使用価値は、将来のキャ
ッシュ・フローがマイナスであるため、零として評価しています。

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．当連結会計年度末日における発行済株式の数 普通株式 3,969,000株
２．剰余金の配当に関する事項

当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

決議予定日 株式の種類 配当金の原資 配当金の総額 １株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2022年６月28日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 47,177千円 12円 2022年

３月31日
2022年
６月29日



― 10 ―

（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、主に管工機材の卸売事業を行うための計画に照らして、必要な資金(主に

銀行借入)を調達しております。資金運用については基本的に短期的な預金等に限定しており
ます。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わ
ない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、売掛金及び電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されておりま

す。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒

されております。
営業債務である支払手形、買掛金及び電子記録債務は、１年以内の支払期日であります。ま

た、その一部には、原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されて
います。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に運転資金及び設備投資資金

に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で５年半後でありま
す。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されています。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目

的とした先物為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、
ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等は、「連結計算書類の作成のための基本となる重要
な事項に関する注記等」２．会計方針に関する事項 (4) その他連結計算書類の作成のための
基本となる重要な事項 ②ヘッジ会計の方法に記載の通りであります。
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(3)金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、与信管理規程に従い、営業債権について、総務部が取引先の状況を定期的にモニタ

リングし、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の連結

貸借対照表価額により表わされています。
② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
一部の連結子会社は、外貨建ての営業債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リ

スクに対して、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。なお、為替相場の状
況により、輸入に係る予定取引により確実に発生すると見込まれる外貨建営業債務に対する先
物為替予約を行っております。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、取

引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
デリバティブ取引につきましては、一部の連結子会社が社内規定に基づき、新規取引を取締

役会の承認事項とし、月次の取引実績を取締役会で報告しております。また、経理部におい
て、月次で契約先と残高照合を行っております。
③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、各部署からの報告に基づき経理部が将来一定期間の資金収支見込みを作成するとと
もに、その見込みとの乖離を随時把握することで、流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用

することにより、当該価額が変動することもあります。また、「２．金融商品の時価等に関す
る事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティ
ブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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２．金融商品の時価等に関する事項
2022年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの

差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めてお
りません（（注2）を参照ください。）。また、現金は注記を省略しており、預金は短期間で決済
されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

（単位：千円）
連結貸借対照表
計上額（＊） 時 価（＊） 差 額

（1）受取手形及び売掛金 4,947,799 4,947,799 －
（2）電子記録債権 2,339,081 2,339,081 －
（3）投資有価証券

その他有価証券 132,936 132,936 －
資産計 7,419,817 7,419,817 －

（1）支払手形及び買掛金 2,774,769 2,774,769 －
（2）電子記録債務 4,541,865 4,541,865 －
（3）未払法人税等 211,306 211,306 －
（4）長期借入金（※１） 1,679,971 1,676,788 △3,182
（5）リース債務（※２） 38,778 38,557 △220

負債計 9,246,690 9,243,287 △3,403
デリバティブ取引（※３）
ヘッジ会計が適用されているもの 14,230 14,230 －

デリバティブ取引計 14,230 14,230 －
※１ １年内返済予定の長期借入金を含めております。
※２ １年内に支払予定のリース債務を含めております。
※３ デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項

目については、（ ）で示しております。
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（注）１．有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）有価証券及び投資有価証券

保有目的ごとの有価証券に関する注記事項は以下のとおりであります。
① その他有価証券の当連結会計年度中の売却額は39,665千円であり、売却益の合計
は 7,019千円であります。また、その他の有価証券において、種類ごとの取得原価又
は償却原価、連結貸借対照表計上額及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。

(単位：千円)

種類 取得価額又は
償却原価

連結貸借対照表
計上額 差額

連結貸借対照表計上額が
取得価額又は償却原価を
超えるもの

株式 43,560 128,103 84,543

連結貸借対照表計上額が
取得価額又は償却原価を
超えないもの

株式 7,515 4,832 △2,683

合計 51,075 132,936 81,860

（2）デリバティブ取引
① ヘッジ会計が適用されているもの
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、ヘッジ会計の方法ごとの
連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、次のとおり
であります。

(単位：千円)

ヘッジ会計の方法 デリバティブ取引の
種類等 主なヘッジ対象 契約額等 契約額等の

うち１年超 時価

為替予約等の振当
処理

為替予約取引 買掛金 236,728 6,120 14,230買建米国ドル

（注）２．市場価格のない株式等
(単位：千円)

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 19,000
これらについては、「その他有価証券」には含めておりません。
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（注）３．金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
(単位：千円)

１年内 １年超５年内 ５年超10年内 10年超

受取手形及び売掛金 4,947,799 ― ― ―

電子記録債権 2,339,081 ― ― ―

合計 7,286,881 ― ― ―

（注）４．社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
(単位：千円)

１年内 １年超２年内 ２年超３年内 ３年超４年内 ４年超５年内

長期借入金 637,449 441,052 309,596 193,612 91,062

リース債務 19,732 14,195 2,267 1,808 774

合計 657,181 455,247 311,863 195,420 91,836
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３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下

の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定
した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用
いて算定した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ
トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分
類しております。
(1)時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

(単位：千円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 132,936 ― ― 132,936

デリバティブ取引

通貨関連 ― 14,230 ― 14,230

資産計 132,936 14,230 ― 147,166
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(2)時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
(単位：千円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

受取手形及び売掛金 ― 4,947,799 ― 4,947,799

電子記録債権 ― 2,339,081 ― 2,339,081

資産計 ― 7,286,881 ― 7,286,881

支払手形及び買掛金 ― 2,774,769 ― 2,774,769

電子記録債務 ― 4,541,865 ― 4,541,865

未払法人税等 ― 211,306 ― 211,306

長期借入金 ― 1,676,788 ― 1,676,788

リース債務 ― 38,557 ― 38,557

負債計 ― 9,243,287 ― 9,243,287
（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているた

め、その時価をレベル１の時価に分類しております。

デリバティブ取引
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しており、レベル２の時価に分類してお

ります。

受取手形及び売掛金並びに電子記録債権
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ

っており、レベル２の時価に分類しております。

支払手形及び買掛金、電子記録債務、並びに未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ

っており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金及びリース債務
これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入又はリース取引を行った場合に想

定される利率で割り引いて算定する方法によっており、レベル２の時価に分類しております。
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（賃貸等不動産に関する注記）
１．賃貸等不動産の状況に関する事項

当社では、大阪市に本社ビル（土地を含む）を有しており、一部のフロアを賃貸しているた
め、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産としております。
また、その他の地域において、自社所有の土地、建物を貸与しております。

２．賃貸等不動産の時価に関する事項
（単位：千円）

連結貸借対照表計上額 時 価
賃貸等不動産 407,198 218,167
賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産※ 547,471 652,000
※賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産には、大阪本社ビルの自社使用分を含めておりますが、賃
貸等不動産として使用される部分と自社で使用する部分の時価を区別して把握することが困難であるため、
当該不動産全体を注記の対象としております。

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額でありま
す。

（注）２．当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価書」に基づいた金額（時点修正含む）、重要
性の乏しいものについては、路線価等による評価額に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調
整を行ったものを含む）であります。

（１株当たり情報に関する注記）
１．１株当たり純資産額 1,111円 05銭
２．１株当たり当期純利益 46円 05銭

１株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。
連結損益計算書上の親会社株主に帰属する当期純利益 180,795千円
普通株主に帰属しない金額の内訳 －千円
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 180,795千円
普通株式の期中平均株式数 3,925,818株

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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（収益認識に関する注記）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：千円)
売上高

管工機材
排水・汚水関連商品 5,804,422
給湯・給水関連商品 7,831,592
化成商品 9,378,371
その他 8,320,235
施工関連 191,032
顧客との契約から生じる収益 31,525,655
外部顧客への売上高 31,525,655
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２．収益を理解するための基礎となる情報
管工機材
管工機材に係る収益は、商品を事業会社等に販売する事業であり、顧客との取引基本契
約書に基づき当該商品の引渡しを行う義務を負っております。当該履行義務は商品が引き
渡される一時点で充足されるものであると当社は判断し、引渡時点において収益を認識し
ております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用

し、商品又は製品の国内販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転
される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
売上高は顧客との契約において約束された対価から値引き、購入量に応じた割戻し等を
控除した金額で測定しております。変動性のある値引き、割戻し等を含む変動対価につい
ては、過去、現在及び予想を含む合理的に利用可能なすべての情報を用いて当社が権利を
得る対価の金額を見積り、重大な戻入れが生じない可能性が高い範囲でのみ売上高を認識
しております。

施工関連
施工関連に係る収益は、施工物件を事業会社等に引渡す事業であり、顧客との工事請負
契約書に基づき当該施工物件の引渡しを行う義務を負っております。報告期間の末日にお
いて測定した履行義務の充足に係る進捗度に基づき、工事期間にわたって売上高を認識し
ております。
なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積り方法は、主として発生原価に基づくインプ
ット法によっております。
ただし、工事期間が３ヶ月以内の工事については、一定の期間にわたり収益を認識せず、
完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
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３．当期および翌期以降の収益の金額を理解するための情報
(1) 契約資産の残高等
当連結会計年度における当社及び連結子会社における顧客との契約から生じた債権、契
約資産の期首及び期末残高は下記のとおりです。なお、連結貸借対照表において、顧客と
の契約から生じた債権及び契約資産は、「受取手形及び売掛金」、「電子記録債権」に含まれ
ています。

期首残高(千円) 期末残高(千円)
顧客との契約から生じた債権 7,198,484 7,281,973

契約資産 ― 4,907

(2) 残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引金額の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のと
おりであります。
施工関連における工事契約等 期末残高(千円)
１年内 185,000

１年超～２年内 310,092

合計 495,092
未充足(又は部分的に未充足)の履行義務は、2022年３月31日時点で495,092千円でありま
す。
当該履行義務は主に施工関連における宅地造成の請負に関するものであり、期末後１年以内
に約38％、残り約62％がその後２年以内に収益と認識されると見込んでおります。

（その他の注記）
該当事項はありません。
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個 別 注 記 表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び
関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券
市場価格のない株式等
以外のもの

時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品 総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方
法により算定）

２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産

を除く）
定率法によっております。
ただし、1998年４月１日以降取得した建物（建物附属設

備は除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属
設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 ３～50年
構築物 10～30年
機械及び装置 ７～12年
工具器具及び備品 ３～20年

（2）無形固定資産（リース資産
を除く）

ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利
用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

（3）リース資産
所有権移転外ファイナン
ス・リース取引に係るリー
ス資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を
採用しております。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リ

ース取引開始日が2008年３月31日以前のリース取引につい
ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ
ております。
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（4）長期前払費用 均等償却によっております。
なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。
３．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については
個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しており
ます。

（2）賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見
込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。

（3）役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込
額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。

（4）退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退
職給付債務の見込額に基づき計上しております。なお、退職
給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度まで
の期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理し
ております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）によ
る按分額をそれぞれ発生の翌事業年度より費用処理しており
ます。

４．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
（1）連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
（2）退職給付に係る会計処理 退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務

費用の未処理額の会計処理の方法は、連結計算書類における
これらの会計処理の方法と異なっています。
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（3）収益及び費用の計上基準 管工機材に係る収益は、商品を事業会社等に販売する事業
であり、顧客との取引基本契約書に基づき当該商品の引渡し
を行う義務を負っております。当該履行義務は商品が引き渡
される一時点で充足されるものであると当社は判断し、引渡
時点において収益を認識しております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に
定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内販売に
おいて、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転さ
れる時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収
益を認識しております。
売上高は顧客との契約において約束された対価から値引
き、購入量に応じた割戻し等を控除した金額で測定しており
ます。変動性のある値引き、割戻し等を含む変動対価につい
ては、過去、現在及び予想を含む合理的に利用可能なすべて
の情報を用いて当社が権利を得る対価の金額を見積り、重大
な戻入れが生じない可能性が高い範囲でのみ売上高を認識し
ております。

５. 会計方針の変更等
(1)収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年３月31日。以下「収益認識
会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧
客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識
することとしております。これにより、営業外費用に計上していた売上割引については、売
上高から減額し、営業外収益に計上していた仕入割引については、仕入高から減額しており
ます。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、
商品又は製品の国内販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される
時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過
的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の
累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方
針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年
度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、
新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に
定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての
契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年
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度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果により当事業年度の売上高は83,295千円減少し、売上原価は154,863千円減少
し、営業利益は71,567千円増加し、営業外収益は150,001千円減少し、営業外費用は
86,116千円減少し、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ7,682千円増加しておりま
す。また、利益剰余金の当期首残高は4,287千円増加しております。

(2)時価の算定に関する会計基準の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号2019年７月４日。以下「時価算定
会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金
融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号2019年７月４日）第44－２項に定める経
過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適
用することとしております。なお、当期計算書類に与える影響はありません。

６. 会計上の見積りに関する注記
固定資産の減損
(見積りの内容)
・固定資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合に、一定の条件の下
で回収可能価額を見積り帳簿価額に減額しています。
(当事業年度に計上した金額)
・固定資産の帳簿価額 311,443千円
・減損損失 12,092千円
(その他見積りの内容に関する理解に資する情報)
見積りの算出方法
・固定資産の回収可能価額の決定にあたって使用価値と正味売却価額のいずれか大きい額に
よっています。使用価値の見積りにあたって、資産（グループ）から生じる見積り将来キャ
ッシュ・フローを基にしています。
見積りの算出に用いた主な仮定
・主要な固定資産を土地としており、20年を将来キャッシュ・フローの見積り期間としてい
ます。
・物件ごとにグルーピングを行う賃貸及び遊休資産を除き各営業所を概ね独立したキャッシ
ュ・フローを生み出す最小の単位としています。
翌事業年度の計算書類に与える影響
・時価が下落し正味売却価額が簿価を下回る固定資産を保有している営業所の翌事業年度以
降の実績が下がり見積り将来キャッシュ・フローが大幅に下がった場合、減損損失が発生す
る可能性があります。
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（貸借対照表に関する注記）
１．担保に供している資産

建 物 102,731千円
土 地 1,039,233千円
投 資 有 価 証 券 89,321千円
貸 与 建 物 115,177千円
貸 与 土 地 193,694千円
合 計 1,540,158千円

担保に係る債務の金額
買 掛 金 697,968千円
電 子 記 録 債 務 1,704,216千円
割 引 手 形 1,183,714千円
１年内返済予定の
長 期 借 入 金 160,000千円
長 期 借 入 金 215,000千円
合 計 3,960,899千円

２．有形固定資産の減価償却累計額 1,303,867千円
３．投資その他の資産の減価償却累計額 457,674千円
４．減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。
５．受取手形割引高 495,785千円
６．手形債権流動化に伴う買戻義務 290,224千円
７．電子記録債権割引高 1,669,480千円
８. 関係会社に対する金銭債権債務

短 期 金 銭 債 権 11,104千円
短 期 金 銭 債 務 170,380千円
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９. 当座貸越契約等
当社は、短期運転資金を機動的かつ安定的に調達するため当座貸越契約及び取引銀行６行と

コミットメントライン契約（シンジケーション方式）を締結しております。
当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入実行残高等は次のと

おりです。
当座貸越極度額及び貸出
コミットメントの総額 4,050,000千円
借 入 実 行 残 高 －千円
差 引 額 4,050,000千円

（損益計算書に関する注記）
１．関係会社との営業取引高

・売上高 20,714千円
・仕入高 2,010,040千円

２．関係会社との営業取引以外の取引高 28,467千円
３．減損損失

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

用途 種類 場所 金額
(千円)

事業用資産 建物附属設備ほか 千葉県船橋市 12,092
当社は、主に継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分を基礎として、資産のグルーピングを行って

おり、賃貸用資産及び遊休資産は個別資産ごとに資産のグルーピングを行っております。
上記の事業用資産については、収益性が低下したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失として

特別損失に計上しました。
なお、当該資産グループの回収可能価額の算定は、使用価値により測定しています。使用価値は、将来のキャ

ッシュ・フローがマイナスであるため、零として評価しています。

（株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
普通株式 37,555株
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（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
（繰延税金資産）
賞与引当金 54,577千円
未払賞与 39,739千円
未払事業税 12,728千円
退職給付引当金 246,446千円
役員退職慰労未払金 14,770千円
関係会社株式評価損 171,673千円
会員権評価損 27,330千円
減損損失 34,785千円
その他 55,682千円
繰延税金資産小計 657,733千円
評価性引当額 △51,196千円
繰延税金資産合計 606,537千円

（繰延税金負債）
その他有価証券評価差額金 △25,801千円
合併受入資産 △1,730千円
その他 △1,168千円
繰延税金負債合計 △28,701千円
繰延税金資産の純額 577,836千円

（リースにより使用する固定資産に関する注記）
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
１年以内 117,852千円
１年超 241,270千円
合 計 359,123千円

（収益認識に関する注記）
収益を理解するための基礎となる情報
連結注記表の(収益認識に関する注記)をご参照ください。
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（関連当事者との取引に関する注記）
１．役員及び個人主要株主等

属性 氏 名
資本金又
は出資金
（千円）

事業の
内容又は
職業

議決権等
の所有
（被所有）
割合（％）

関係内容
取引の
内容

取引金額
（千円） 科目 期末残高

（千円）
役員の
兼任等

事業上
の関係

役員 水間久雄 ― 当社
取締役

被所有
直接

1.4
― ― 単身社宅

貸与 1,177 ― ―

役員 橋口俊晴 ― 当社
取締役

被所有
直接

0.5
― ― 単身社宅

貸与 1,112 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）当社取締役 水間久雄、橋口俊晴への単身社宅貸与は、役員関係内規に基づき実行された金額であります。

２．子会社等

属性 名 称
資本金又
は出資金
（千円）

事業の
内容又は
職業

議決権等
の所有
（被所有）
割合（％）

関係内容
取引の
内容

取引金額
（千円） 科目 期末残高

（千円）
役員の
兼任等

事業上
の関係

子会社 ダイドレ㈱ 49,680 排水継手、器具等の製造
所有
直接
100.0

当社役員
4人

商品の
仕入

資金の
回収 142,000

関係会
社短期
貸付金

―

商品の
購入
(注)

1,804,024 買掛金 151,409

子会社
可麗愛特
(上海)建
築装飾工
程有限公
司

570,744
室内装飾の施
工 所有

直接
100.0

― ― 出資 285,000 関係会
社株式 ―

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）商品の購入については、市場価格を勘案し双方協議の上決定しております。
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（１株当たり情報に関する注記）
１．１株当たり純資産額 1,026円 79銭
２．１株当たり当期純利益 24円 74銭

１株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。
損益計算書上の当期純利益 97,126千円
普通株主に帰属しない金額の内訳 －千円
普通株式に係る当期純利益 97,126千円
普通株式の期中平均株式数 3,925,818株

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません

（その他の注記）
該当事項はありません。


